仕　　様　　書
文化市民局　地域自治推進室（分室）
（担当　細川、山本　電話　746-5287）
１　件名
京都市マイナンバーカードセンターの公文書移管作業
２　履行期限
令和８年３月１８日（水）
３　履行場所　　
（１）移管元
京都市地域自治推進室（分室）（サンサ右京２階）
　　　〒616-8104京都市右京区太秦下刑部町１２番地　右京区総合庁舎内
　　　業務用エレベーター・地下駐車場利用可（車高２.２ｍまで）

（２）移管先
笑顔ランド太秦(笑顔ランド太秦２階)
  〒616-8165京都市右京区太秦桂ケ原町９−１
　エレベーター無（屋外螺旋階段）・敷地内駐車可
４　作業日時
平日（木曜日除く）　９：００～１３：００　

５　業務内容
（１）公文書箱数
底面Ａ４・約８０サイズの箱　約６００箱程度（多少増減あり）
（２）業務内容
・　受託者は、本市と事前協議のうえ、本市の事業所である京都市地域自治推進室（分室）から移管する公文書の運搬作業日時及び作業工程を決定する。ただし、作業は平日（木曜日を除く）の８：３０～１３：００の間で行うこと。

・　受託者は、必要な装備を備えた運搬車両により、公文書の搬出及び搬入を行うこと。段ボールで梱包され運搬車両に積み込んだ公文書を、そのままの状態で搬出し、当日中に移管先に運搬し、本市の指定した格納場所に搬入すること。
・　受託者は、業務の履行確認において、履行状況を証する資料を保管し、正確な状況を把握すること、またそれらを本市の求めに応じて提出すること。なお、本市の検収が終了するまで、挙証資料を保管する必要があるものとする。
６　遵守事項

・  受託者は、貨物自動車運送事業法３条の許可を得ている者とする。　
・  受託者は、運搬する公文書には特定個人情報を含むため、搬出・搬入時
には、散逸や漏洩することのないよう、取り扱いには十分に留意すること。

・　車両の荷室の施錠については、本市の職員と共に確認すること。
・　受託者は、本業務の履行中に不測の事態が生じたときは、直ちに本市担当職員に連絡し、方策を協議すること。
・　受託者は、本仕様書及び本市の指示内容に基づき実施すること。
・　本仕様書に定めのない事項や、明示されていないが受託者において本市の指示のもと作業を実施するうえで必要と判断する事項がある場合は、本市と協議のうえ、適切に対応すること。
